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第２次志摩市総合計画・後期基本計画　実施計画

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

・・・ ・・・

基本理念

まちの将来像

６つの基本目標

１．自然とともに生きるまちづくり

２．安全・安心なまちづくり

３．産業が元気なまちづくり

４．誰もが健やかで助け合うまちづくり

５．人と文化を育むまちづくり

６．市民のために市民と築くまちづくり

　計画期間は３年間で、毎年見直しを行います。

年度

　この実施計画は、第２次志摩市総合計画・後期基本計画【令和3（2021）年度～令和7（2025）
年度】における基本構想及び基本計画に基づく主要な事業を実施計画事業として掲載しており、
これらの事業を中心に各分野の事業を展開し、計画的・効率的なまちづくりを推進していきます。

１．実施計画

２．計画期間

◆基本構想・・・市の目指すべき将来像及び将来像を実現するための基本理念等を示したもの

基本
構想

基本計画に定めた基本目標に基づき、新規又は継続して実施する主要な事業の概要、事業費、
事業期間等を記載しています。

◆基本計画・・・基本構想を実現するための施策の基本的な方針等を体系的に整理したもの

◆実施計画・・・基本計画の具体的な実施に関して策定する計画

自然と共生するまち　　・ 市民が誇りをもてるまち ・　　次世代につながるまち

住む人支え　来る人迎える　豊かな里と海のまち

基本
計画

実施
計画

第２次総合計画 基本構想（10年）

前期基本計画（5年）

実施計画（3年）

実施計画（3年） 実施計画（3年）

実施計画（3年）

後期基本計画（5年）

実施計画（3年） 実施計画（3年）
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１．自然とともに生きるまちづくり

R7 R8

1
脱炭素化対策事業
（太陽光発電設備等
設置費補助）

　カーボンニュートラル社会の実現に向け、市民、事業者に対し、
太陽光発電設備、蓄電池を導入した際の費用の一部を補助する
ことで、導入の加速化を図ります。
　【事業内容】
　　・太陽光発電設備等設置費補助金

23,623 〇 〇 R5～R9
環境・ごみ

対策課

2
脱炭素化対策事業
（高効率省エネ機器
導入費補助）

　カーボンニュートラル社会の実現に向け、市民、事業者に対し、
高効率空調機器、高効率照明機器（ＬＥＤ）を導入した際の費用の
一部を補助することで、導入の加速化を図ります。
　　【事業内容】
　　・高効率省エネ機器導入費補助金

15,248 〇 〇 R5～R9
環境・ごみ

対策課

3

脱炭素化対策事業
（公共施設太陽光発
電設備等設置費補
助）

　カーボンニュートラル社会の実現に向け、PPA（電力購入契約）
方式で市内公共施設に太陽光発電設備等を導入する場合に、Ｐ
ＰＡ事業者が導入する設備費用の一部を補助することで、再生可
能エネルギーの普及・拡大を進めます。
　【事業内容】
　　・公共施設太陽光発電設備等設置費補助金

13,444 〇 〇 R6～R9
環境・ごみ

対策課

4
浄化槽設置整備事
業

　生活排水による環境への負荷を低減するため、合併処理浄化
槽を個人住宅に設置する場合において、その設置に係る費用の
一部を補助します。
　【補助対象】
　　・新築又は単独処理浄化槽、くみ取り便槽からの転換が対象
　　・転換については、撤去費用、配管費用も対象

35,628 〇 〇 H16～
環境・ごみ

対策課

5

ごみ減量化対策事
業
（生ごみ水切りグッ
ズ配布）

 小学校の社会科見学（ごみ処理施設）時に生ごみの水切りグッ
ズ等を配布し、生ごみの水切りを含むごみの減量化についての
意識の醸成を図るとともに、児童を通じ家庭へ啓発することで、
ごみの減量化に対する市民の意識の高揚を図ります。

180 〇 〇 R6～
環境・ごみ

対策課

6

不法投棄防止対策
事業
（不法投棄監視カメ
ラ設置）

　悪質な不法投棄箇所やポイ捨てごみの多い場所への監視カメ
ラの積極的な設置や啓発看板を設置することで、不法投棄やポ
イ捨ての防止を図ります。

759 〇 〇 H29～
環境・ごみ

対策課

7
森林資源地域循環
活用事業

　森林の持つ多面的な機能を発揮させるため、森林整備を行う
とともに、森林資源の活用を図るためにチェーンソー講習会を開
催し、炭焼き技術者の育成に努めます。
　【事業内容】
　　・森林作業道の開設、利用間伐の実施
　　　磯部町恵利原地内の市有林
　　・調整伐（間伐）の実施
　　　浜島町南張地区
　　・炭焼き技術者育成のためチェーンソー講習会の開催
　　・下刈り　土壌改良　阿児町国府地区
  　・森林管理についての意向調査・境界確認の実施

32,219 〇 〇 R1～ 農林課

8
【水道事業会計】
老朽管布設替事業

　市内各地区において、近年漏水が多発している区間や大規模
な断水が発生するなど緊急対応が必要となる区間における老朽
管の更新を行います。
　【事業内容】
　　・老朽管を更新するための測量設計・工事等
　　　　（主な工事）
　　　　　老朽管更新工事（布施田地区）
　　　　　老朽管更新工事（鵜方地区）

122,817 〇 〇 H16～ 水道工務課

担当部署№
事業
期間

事業名 事業概要
R6

事業費
（千円）

計画年度
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R7 R8
担当部署№

事業
期間

事業名 事業概要
R6

事業費
（千円）

計画年度

9
【水道事業会計】
送水管更新事業

　磯部浄水場から各町配水池への管路・送水管について、計画的
に耐震管への更新を行います。
　【事業内容】
　　・送水管を更新するための測量設計・工事等
　　　　（主な設計・工事）
　　　　　実施設計業務（鵜方・神明地区）
　　　　　送水管更新工事（鵜方地区）

369,352 〇 〇 R5～R９ 水道工務課

10
【水道事業会計】
重要給水施設配水
管事業

　災害時においても、避難所等での給水が持続できるよう、計画
的に耐震管への更新を行います。
　【事業内容】
　　・配水管を更新するための測量設計・工事等
　　　　（主な設計・工事）
　　　　　実施設計業務（国府・安乗地区）
　　　　　重要給水施設配水管更新工事（越賀地区）

157,085 〇 〇 H28～ 水道工務課

11
【下水道事業会計】
水洗化補助金事業

　川や海の水質保全のため、下水道処理区域内にある既存住宅
のくみ取り式便所の便槽等を撤去し、新たに下水道へ接続する
際の費用を補助することで、接続率の向上に努めます。
　【補助対象】
　　・単独・合併処理浄化槽、くみ取り式便所から下水道への
       転換にかかる工事 （撤去費用、配管費用も対象）
　【補助金額】
　　・合併処理浄化槽からの転換　上限20万円
　　・単独処理浄化槽からの転換　上限30万円
　　・くみ取り式便所からの転換　上限50万円

10,362 〇 〇 R6～R8 下水道課

12
【下水道事業会計】
ストックマネジメン
ト事業

　志摩市の下水道施設は供用開始から約２０年が経過し、老朽化
が進んでいることから安全・安心な下水道事業の運営のため、志
摩市下水道ストックマネジメント計画に基づき、機械設備・電気
設備を中心とした下水道施設の改築更新工事を実施します。
　【対象施設】
　　・神明浄化センター
　　・的矢浄化センター

97,900 〇 ー R6～R7 下水道課
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２．安全・安心なまちづくり

R7 R8

1

防災対策一般経費
（災害対応能力の向
上に向けた人材育
成）

　災害対応能力の向上を目的に、技能訓練の実施や外部研修へ
の参加により人材育成を図ります。
　特に、「重機（小型油圧ショベル）のオペレーターの技能向上及
び被災地支援にかかる知識・技能の習得」、「災害時におけるド
ローン操作技能の習得」など被害状況の収集や応急復旧能力の
向上を目的とした研修・訓練を実施します。
　また、要配慮者対策の強化として在住者を含めた外国人支援
体制の構築に向け「災害時外国人支援情報コーディネーター」を
養成するなど災害時に必要な人材の養成・確保を行います。

1,865 〇 〇 R6～
防災危機
管理室

2
災害対策用品等備
蓄事業

  志摩市備蓄計画に基づき、発災から３日間を想定した公助によ
る備蓄・調達を目的として、飲食料品を購入するとともに、栄養
補助食品や離乳食など要配慮者対応に必要な品目の調達・備蓄
を進めます。
　また、「多様な視点による要配慮者対策」として、これまでにな
い視点での備蓄品の調達や対策を推進します。
　さらに、大規模災害時の円滑な避難所運営及び避難所環境の
改善のために必要な物資の調達・備蓄も進めます。
　特に、能登半島地震で改めて課題が浮き彫りとなった災害時
のトイレ対策のため、地震・津波に対応する指定避難所（８５か
所）に対し、各避難所における要配慮者トイレ１基及び簡易トイレ
用テント２張の配備を完了するよう調達スピードを加速させま
す。

35,751 〇 〇 H16～
防災危機
管理室

3
地域防災力強化事
業

　ソフト事業を中心とした事業に加え、「地域で考えた地域住民
のための避難環境の整備」を目的とした補助金により、ソフト・
ハードの両面から地域防災力の強化を加速させます。
　また、市指定避難所のうち、区・自治会が所管する施設での避
難所準備に係る必要経費を補助金として交付するとともに、区・
自治会が避難所運営を行うために必要な経費についても補助金
を交付し、住民により身近な避難所の開設を推進します。

6,313 〇 〇 R5～
防災危機
管理室

4
防災行政無線更新
整備事業

　現在、防災行政無線により伝達している防災・行政情報等につ
いては、今後も安定的で、迅速かつ確実に情報伝達を実施して
いくことが必要になります。このため、機器更新の手法や具体的
な機器更新の実施に加え、市民がより情報を受け取りやすいた
めのシステム導入等を検討できるよう、効果的かつ効率的な情
報伝達手段の整備のための基本計画を作成します。

6,600 〇 〇 R6～R10
防災危機
管理室

5
避難所環境整備事
業

　南海トラフ地震等の大規模災害発生時において、自治会や自主
防災組織を中心に避難者がスムーズに避難所を開設できるよ
う、市指定避難所のうち市又は教育委員会が所管する施設にカ
ギボックスを設置します。
　また、施設の適切な運用・管理に向け、継続して実施する「避難
所開設・運営訓練」において自治会や自主防災組織に対し、必要
な説明を行います。
　さらに、避難情報を発令した場合、優先的に開設する市指定避
難所の環境改善を目的に、小規模な防災施設等については空調
設備を設置し、社会体育館等の大規模施設についてはスポットエ
アコンを配備します。

10,043 〇 〇 R6～
防災危機
管理室

6
災害対策用トイレト
ラック購入事業

　能登半島地震の被災状況や必要とされている支援を踏まえ、
災害時におけるトイレ不足を解消し、衛生環境の維持及び被災者
の健康を確保するためトイレトラックを購入します。
　また、大規模災害発生時の緊急用トイレ確保のため、移動設置
型トイレを相互派遣できる全国ネットワーク「災害派遣トイレネッ
トワークプロジェクト」に参画します。
　トイレトラック購入にあたっては、この事業に広く賛同していた
だけるようクラウドファンディングを活用し、資金調達に取り組
みます。

29,641 ー ー R6
防災危機
管理室

計画年度
担当部署№

事業
期間

事業名 事業概要
R6

事業費
（千円）
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R7 R8

計画年度
担当部署№

事業
期間

事業名 事業概要
R6

事業費
（千円）

7
津波避難対策施設
整備事業

　
　南海トラフ地震等に対する津波避難対策として、志摩市津波避
難計画に基づく特定避難困難地域の解消のため、地域と協働し
津波避難タワーの設置や高台への避難施設整備場所の確保を進
めます。また、観光客等も的確に津波避難タワーへ誘導できるよ
う誘導看板等の設置を行います。
　【事業内容】
　　・国府地区津波避難タワー建築工事　3箇所
　　　（令和5年度から令和6年度までの継続事業）
　　　　鉄筋コンクリート造2階建て
　　　　国府地区① 延べ面積247.22㎡
　　　　国府地区② 延べ面積256.91㎡
　　　　国府地区③ 延べ面積105.19㎡
　　・甲賀北地区津波避難タワー建築工事　1箇所
　　　（令和6年度から令和7年度までの継続事業）
　　　　鉄筋コンクリート2階建て 延べ面積154.00㎡
　　・南張地区津波避難施設整備事業　1箇所
　　　　現地測量業務委託（一時避難施設（エアテント）
　　　　設置場所の確保）
　　・国府地区避難誘導看板等設置業務
　　　　基礎付き誘導看板（大）10基
　　　　基礎ブロック誘導看板（小）7基
　　　　誘導路面シート5枚

381,590 〇 〇 R1～
防災危機
管理室

8

地域公共交通一般
経費
（公共交通調査業
務）

　地域の特性に応じた新たな地域公共交通ネットワークの構築
及び観光地としての公共交通の整備を目指し、課題や需要を把
握するための調査業務を実施します。
　【事業内容】
　　・公共交通調査業務
　　　デマンド交通の実証運行を実施する阿児町において、
       路線バス（安乗線）やコミュニティバス（志島循環線）の
       再構築も踏まえた公共交通調査を実施します。

3,000 ー ー R6 総合政策課

9

地域公共交通一般
経費
（夜間タクシー需要
調査業務）

　地域の特性に応じた新たな地域公共交通ネットワークの構築
及び観光地としての公共交通の整備を目指し、課題や需要を把
握するための調査業務を実施します。
　【事業内容】
　　・夜間タクシー需要調査業務
　　　鵜方駅周辺地域と市内宿泊施設間の移動など、観光客
       等の夜間タクシー利用に係る需要を把握するため、
       宿泊施設や飲食店、タクシー事業者などとの連携による
       調査を実施します。

3,600 ー ー R6 総合政策課

10

コミュニティバス運
行事業
（デマンド交通実証
運行業務委託）

　既存の公共交通を最大限活用しつつ、地域の特性に応じた新
たな地域公共交通ネットワークを構築するための実証運行を実
施します。
　令和５年度にデマンド交通の実証運行を行った大王町と志摩
町において同実証運行を継続実施するとともに、新たに阿児町
において実証運行を実施します。

61,215 〇 ー R5～R7 総合政策課

11
志摩地区コミュニ
ティ施設整備事業

　越賀地区コミュニティ施設の高台移転と更新を行うとともに、
津波浸水想定区域内にある2施設も含めた多機能化を行いま
す。また、移転先に残る旧学校施設の除却を行います。
　　（令和5年度から令和6年度までの継続事業）
　【事業内容】
　　・旧学校施設解体工事
　　・外構工事

119,806 ー ー R5～R6 志摩支所

12 主要農道改良事業

　主要な農道における通行及び使用に際し、安全の確保を図る
ため、区画線を再塗装します。
　【事業内容】
　　・甲賀農免道路他1線　区画線再塗装（新規）
　　　　中央線　 L＝約500m（破線・白）
　　　　側線　　　L＝約4,000m（両側・白）

3,980 ー ー R6 農林課

13
農村地域防災減災
事業

　防災重点農業用ため池の決壊による水害その他の災害から市
民を守るため、県営事業において、ため池総合整備工事（地震・
豪雨対策型）を実施します。
　【事業内容】
　　・六呂瀬池（磯部町）における測量試験及び
　　　用地買収
　　　※当該年度事業費の10％を志摩市が負担

3,675 〇 〇 R6～R10 農林課
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R7 R8

計画年度
担当部署№

事業
期間

事業名 事業概要
R6

事業費
（千円）

14 林道改良事業

　林道の通行及び使用に際し安全の確保を図るため、法面から
の落石防止対策や林道の改修を行います。
　【事業内容】
　　・法面落石保護工事（継続）
　　　　林道飯浜山田線　L＝198m

6,952 〇 〇 R２～ 農林課

15 道路除草防草経費

　市道における通行車両と歩行者の安全・安心を確保するため、
市道沿いの除草と防草対策を行うとともに、通行の支障となっ
ている樹木の伐採を行います。
　【事業箇所】
　　　幹線市道等及びバス路線の一部（予定）

80,500 〇 〇 R5～ 建設整備課

16 道路新設改良事業

　市道機能の維持向上のため、各地区自治会要望等に基づき、道
路改良工事、側溝整備工事、舗装改修工事等を計画的に行いま
す。
　【事業内容】
　　・主な工事
　　　　浜島町地内の市道浜島115号線他1線の道路改良工事
　　　　大王町地内の市道畔名1号線の舗装工事
　　　　志摩町地内の市道片田御座線の舗装工事
　　　　阿児町地内の市道文中通学本線の舗装工事
　　　　磯部町地内の市道山原迫子線の舗装工事　他

271,069 〇 〇 H16～ 建設整備課

17 橋梁長寿命化事業

　建設から年数が経過している市道の橋梁について、点検を実
施した上で計画を作成し、修繕工事、耐震補強工事等を行いま
す。
　【事業内容】
　　・主な工事
　　　　大王町地内の橋梁修繕工事
　　　　磯部町地内の橋梁修繕工事　　他

93,500 〇 〇 H23～ 建設整備課

18
河川・排水路改良事
業

　市民の安全・安心の確保を目的に、河川機能維持のため、各地
区自治会要望等に基づき、護岸整備、堆積土や葦等の除去等を
計画的に行います。
　【事業内容】
　　・主な工事
　　　　浜島町地内の河川護岸工事
　　　　阿児町地内の河床掘削工事　　他

51,600 〇 〇 H16～ 建設整備課

19
災害時監視体制整
備事業

　大雨や台風時に円滑かつ迅速な避難促進や情報提供を行うた
め、市管理の準用河川等に水位計及びライブカメラを設置しま
す。
　【事業内容】
　　・危機管理型水位計及びライブカメラの設置
　　　（市内4箇所）

17,278 ー ー R6 建設整備課

20
木造住宅耐震化等
支援事業

　市内の旧耐震基準木造住宅に対し耐震診断を実施し、耐震性
の低いものについては耐震補強設計・耐震補強工事費用に対す
る補助を行い、地震に対する安全性の向上を図ります。また、空
き家の住宅については除却工事費用に対する補助を行い、増え
続ける空き家に対する対策及び地震に強いまちづくりを進める
ことを目指します。
　【事業内容】
　　・耐震診断支援事業（予定）　　　　　　 50件
　　・耐震補強設計費補助金（予定）          3件
　　・耐震補強工事費補助金（予定）　        3件
　　・空き家除却工事費補助金（予定）   　40件

17,975 〇 〇 H16～ 営繕室

21
空家等対策計画策
定事業

　空家等対策の基本方針である現行の志摩市空家等対策計画が
令和7年度をもって計画期間の終了を迎えるにあたり、市内の
空家等の最新の実態を把握するための調査を行い、次期志摩市
空家等対策計画の策定を進めます。

13,992 〇 ー R6～R7 営繕室
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R7 R8

計画年度
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事業
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事業名 事業概要
R6

事業費
（千円）

22

都市公園施設維持
管理費
（都市公園修景植栽
管理業務委託）

　都市公園等が安全安心に使用できるよう、主要な都市公園等
の草刈り、植栽のせん定を行い、良好な公園の機能維持を図りま
す。
　【事業内容】
　　・都市公園修景植栽管理業務委託
　　　　（対象公園：25公園）

7,385 〇 〇 H16～ 都市計画課

23
公営住宅長寿命化整
備事業

　老朽化した市営住宅を長期にわたり安全かつ快適に使用する
ため、志摩市公営住宅等長寿命化計画に基づき、耐久性の向上、
維持管理の容易性の向上に資する内装改修、LED化、ガス給湯
器設備改修工事等を行います。
　【事業内容】
　　・市営住宅うらじろ団地旧棟長寿命化型改善工事
　　・市営住宅道筋団地長寿命化型改善工事

68,347 〇 〇
H23～
R13

都市計画課

24
消防自動車購入事業
　※常備消防費

　消防力の充実強化を図るため、必要な常備消防車両の更新を
行います。
　今年度は、水利寡少地域の問題を解消するため、新たに小型動
力ポンプ付水槽車を購入します。
　【事業内容】
　  ・更新車両：小型動力ポンプ付水槽車  1台
　　  　　　　　　 水槽付消防ポンプ自動車  1台

157,122 〇 〇 R３～ 消防総務課

25
消防活動・災害救助
用重機購入事業

　常備の消防活動に加え、災害救助時の対応に万全を期するた
め、掘削・解体作業が可能な重機を購入します。
　【事業内容】
　 　・小型油圧ショベル　   一式
　　 ・解体用アタッチメント　一式

9,950 ー ー R6 消防総務課

26
消防活動高度化推
進事業

　先進技術を取り入れた消防資機材等を導入して、災害対応の
効率化・省力化を図り、より確実で迅速な情報伝達・処理を行う
ことで安全かつ効果的な消防活動を展開します。
　　【事業内容】
　　　・消防資機材等の導入
　  　　　無人航空機（ドローン）、スマートグラス、
　　　　　タブレット映像伝送システム、映像等解析
　　　　　システム
　 　 ・ドローンパイロット育成

10,990 ー ー R6 消防総務課

27
消防自動車購入事
業
　※非常備消防費

　消防力の充実と強化を図り、市民生活の安全・安心の確保につ
なげることを目的に、消防団車両の更新を行います。
　【事業内容】
　  ・更新車両
　  　　浜島方面隊第４分団（南張）
　　  　　※普通積載車から軽積載車への更新
　  　　大王方面隊第５分団（船越）
　　  　　※普通積載車から軽積載車への更新

19,302 〇 〇 H16～ 消防総務課

28
志摩消防署分署高
台移転事業

　消防力の充実強化を図るため、南海トラフ地震津波浸水想定区
域内にある分署庁舎について、高台への移転を進めます。
　　（令和５年度から令和６年度までの継続事業を含む）
　【事業内容】
　　・志摩消防署志摩分署高台移転工事
　　・志摩消防署磯部分署高台移転工事
　　　　新築工事
　　　　工事監理業務・設計意図伝達業務委託
　　　　施設管理、事務・業務委託
　　　　備品等購入、開設準備等

262,991 ー ー R４～R６ 消防総務課

29
消防団施設整備事
業

　既設消防団施設が抱える老朽化等の課題を解消し、建物倒壊
等から消防資機材を守り、地域防災力の中核となる消防団の消
防力向上を図ることで、市民の安全・安心につなげるため、格納
庫建設等を行います。
　【事業内容】
  　・格納庫等建設工事
　　　実施設計及び建設工事（磯部町地内）

13,654 ー ー R6 消防総務課
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３．産業が元気なまちづくり

R7 R8

1
農業の担い手受け
入れ推進事業

　農業の担い手を確保する対策として、地域おこし協力隊制度を
活用し、農産物の生産を担う者を受け入れます。隊員が生産技術
を習得し、農作業の実体験や地域の特産物の情報を発信するこ
とにより、特産物の魅力向上と担い手の増加を図ります。
　【事業内容】
　　・ＪＡ特別栽培米「珠光」に係る栽培研修を受ける隊員１人、
     「いちご（レッドパール）」、「きんこ」の原料となる隼人芋の
     栽培研修を受ける隊員１人の活動を支援します。（継続）
　　・志摩町越賀地区の「きんこ」の原材料となる隼人芋と野菜
      栽培研修を受ける隊員１人を募集し、活動を支援します。
     （新規）

8,448 〇 〇 H29～ 農林課

2

地産地消産地化推
進事業
（水田農業活性化支
援）

　農地の荒廃、担い手不足等の解決を図るため、三重県に農地の
有効利用に関するスマート化技術の開発研究を委託し、志摩市
の気候風土にあった持続可能で効果的な対策の実証を行いま
す。
　【事業内容】
　　　・農地有効利用スマート化調査研究委託業務
　　　新しい米の候補品種について、市内圃場での栽培面積を
　　　拡大し、実証を行います。

1,500 ー ー R4～R6 農林課

3

地産地消産地化推
進事業
（野菜栽培技術講
習）

　気軽に野菜作りを体験したい市民等を対象とした野菜栽培技
術講習会を開催します。
　【事業内容】
　　・野菜栽培技術講習会
　　　旬の野菜栽培を学んでもらい、農業者になり得る機会
　　　として講習会を開催します。

300 〇 〇 R６～ 農林課

4

農業生産者育成事
業
（農業生産者育成支
援対策助成）

　農業生産者の生産性の向上と担い手の育成・確保を目的に、農
業生産者の取組に対して補助を行います。
　【事業内容】
　　・農業生産者育成支援対策助成金
　　　ビニールハウスの新設・改修等に対して、経費の１/２
　　　以内を助成します。また、農機具の購入に対して、
　　　経費の１/２以内を助成します。

1,500 〇 〇 H16～ 農林課

5

農業生産者育成事
業
（認定農業者等営農
継続支援対策助成）

　農業生産者の生産性の向上と担い手の育成・確保を目的に、農
業生産者の取組に対して補助を行います。
　【事業内容】
　　・認定農業者等営農継続支援対策助成金
　　　認定農業者に対して、機械設備の購入等の経費の
　　　１/３以内を助成します。

5,000 〇 〇 H16～ 農林課

6

農業生産者育成
事業
（耕作放棄地再生
支援対策助成）

　農業生産者の生産性の向上と担い手の育成・確保を目的に、農
業生産者の取組に対して補助を行います。
　【事業内容】
　　・耕作放棄地再生支援対策助成金
　　　農業者の所得の向上を目的に、耕作放棄地の再生
　　　に必要な経費の１/２以内を助成します。

150 〇 〇 H30～ 農林課

7

農業生産者育成
事業
（地域営農施設支
援対策助成）

  　農業生産者の生産性の向上と担い手の育成・確保を目的に、
農業生産者の取組に対して補助を行います。
　【事業内容】　・地域営農施設支援対策助成金（新規）
　　　地域営農団体の共同施設（揚水ポンプ等）の整備
　　　等に対して、経費の１/２以内を助成します。

2,000 〇 〇 R6～ 農林課

8
新規就農者育成
総合対策事業

　農業への人材の一層の呼び込みと定着を図るため、親元就農
を含む経営開始時の投資を基本とする経営発展支援事業、就農
促進のための経営開始資金、また、就農に向けた研修資金等の
支援を総合的に行います。
　【事業内容】
　　・経営開始資金
　　　　継続：２人　　新規：２人
　　・経営発展支援事業 ※経営開始資金の新規
　　　交付者
　　　　新規：２人

13,500 〇 〇 R4～ 農林課

担当部署№
事業
期間

事業名 事業概要
R6

事業費
（千円）

計画年度
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R7 R8
担当部署№

事業
期間

事業名 事業概要
R6

事業費
（千円）

計画年度

9
観光農園整備事
業

　観光農園において、車椅子やベビーカーでの通行が不便であ
るため、新たな観光名所として、高齢者、車椅子の方やベビー
カーで来園される方も快適に入園できるよう、遊歩道の舗装を
実施します。
　【事業内容】
　　・園内遊歩道維持補修（舗装）工事　一式
  　　自然色As　A=1,600㎡

27,401 ー ー R２～R6 農林課

10 獣害対策事業

　野生鳥獣による農産物・林産物や生活への被害を低減し、捕獲
した鳥獣の有効な利活用を検討・推進することで地域の安全確
保と経済循環を図ることを目的として獣害対策事業を実施しま
す。
　令和6年度は、引き続き志摩市猟友会への有害鳥獣捕獲許可、
有害鳥獣捕獲業務を委託し、有害鳥獣捕獲従事者に対し捕獲実
績に応じて報償金を支払います。また、農地に設置する防護柵購
入費用や地域で取り組む獣害対策活動への支援を行います。

21,031 〇 〇 H16～ 農林課

11
水産業の担い手受
け入れ推進事業

　水産業の担い手を確保する対策として地域おこし協力隊を活
用した取組を進めます。
　加えて、新規就業したい漁業者（個人）が漁業を始めるにあた
り、必要となる漁船等購入費及び漁業資材購入費の一部を補助
することで就業を支援します。

4,990 〇 〇 H29～ 水産課

12
志摩の魚介類付加
価値向上事業

　漁業収入が減少することで、漁業を継続していこうとする漁業
者が減少しているため、民間企業、水産高校等と連携し、食害生
物駆除業務により駆除した未利用魚等を活用し、商品開発を進
めることで魚介類の付加価値を向上させ、新たな漁業収入の確
保に取り組みます。
　また、鳥羽志摩地域の海女が漁獲したことを保証するブランド
である「海女もん」を用いて、県内外のイベントでPR活動を実施
します。

190 〇 〇 R1～ 水産課

13
志摩の水産業普及
啓発事業

　市内中学校の授業で、真珠養殖に用いるアコヤガイを使い、生
徒自らが真珠取り出し体験を行い、美しい真珠を取り出すことで
真珠の魅力を体験するとともに、真珠養殖発祥の地である「自慢
できるまち」としての意識の醸成に努め、後継者育成への第一歩
とします。
　また、SDGs啓発冊子「真珠養殖」を多言語化することにより、
海外に向けても志摩市の真珠並びにSDGsの取組をPRしてい
きます。

1,198 〇 〇 R2～ 水産課

14
真珠養殖経営安定化
支援事業

　真珠養殖業者が制度資金（三重県漁業近代化資金・三重県漁業
経営維持安定資金）を利用した資金調達に対して、無利子化及び
保証料の無償化を行うとともに、稚貝購入費に対する補助を行
うことで、経営の安定化を図ります。

9,027 〇 〇 R1～ 水産課

15 漁場環境調査事業

　気候変動等による海洋環境の変化に対応できるよう、英虞湾・
的矢湾における環境モニタリング調査を実施します。
　磯焼け対策として、仕切り網を用いて核藻場を設置し、食害魚
対策試験を1年間通して実施するとともに、サザエの種苗放流効
果の調査を行います。
　また、青さのり（ヒトエグサ）の最適天然採苗に係る実証実験を
拡大し、持続可能な漁業推進につなげます。
　豊かな沿岸域の自然環境保全に向けては、アマモ場造成事業
を実施した場所においてアマモ群落のモニタリング調査を実施
します。

4,998 〇 〇 H16～ 水産課

16 磯焼け対策事業

　「磯焼け対策ガイドライン」に基づき、原因の1つである食害生
物（ウニ類・植食性魚類）の駆除を行い、藻場と磯根資源の回復
を目的として、漁業者自らが実施する藻場造成・磯根資源管理育
成に対して支援を行います。
　また、駆除した未利用魚等については、有効活用し漁業者の収
入向上に努めます。

5,736 〇 〇 R4～ 水産課

17
水産振興補助金
（漁業共済加入
補助金）

　魚価安、赤潮、災害等の様々な原因による漁業経営への影響を
緩和し、漁業経営の維持安定を図るために、漁業共済（漁獲共
済、養殖共済、特定養殖共済、漁業施設共済）加入者の共済掛金
に補助をすることにより、経営の安定化を図ります。

12,944 〇 〇 R2～ 水産課
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R7 R8
担当部署№

事業
期間

事業名 事業概要
R6

事業費
（千円）

計画年度

18
全国豊かな海づく
り大会推進事業

　四大行幸啓の１つである「第44回全国豊かな海づくり大会」を
成功させるため、三重県、南伊勢町及び第44回豊かな海づくり
大会三重県実行委員会等関係機関と連携し、各種事業を実施し
ます。

2,873 〇 ー R６～R7

全国豊かな
海づくり大会
プロジェクト

チーム

19 種苗放流事業

　水産資源の維持・増大や安定した漁業生産の確保及び資源管
理意識の向上を図るため、三重県水産振興事業団の種苗放流事
業に対して負担金を支払います。
　また、三重外湾漁協及び鳥羽磯部漁協が行う種苗放流事業や、
大王種苗センター運営委員会が行うアワビ種苗及びサザエ種苗
の購入に対して補助を行います。
　さらに、重点魚種であるアワビのさらなる強化策として、アワ
ビ種苗の放流を実施する地区に対して無償配付を実施します。

12,377 〇 〇 H16～ 水産課

20
水産物供給基盤
機能保全事業

　水産物供給基盤機能保全計画に基づき、老朽化等により予防
的対策が必要と判定された漁港施設について機能保全工事を
実施します。
　【事業内容】
　　・水産物供給基盤機能保全事業（御座漁港）
　　　休憩用岸壁等機能保全工事  L＝69.1m
　　・水産物供給基盤機能保全事業（間崎漁港）
　　　D護岸等機能保全工事に伴う設計積算業務委託
　　　N＝1.0式

41,650 〇 〇 R4～R9 水産課

21
中小企業支援事業
（市内企業デジタル
化推進事業委託）

 市内企業等におけるデジタル技術を用いた業務改善や生産性
向上、さらには地域のデジタル化を担う人材の育成を図るなど、
市内のDX化推進を目的として、経営者、市内企業の従業員及び
市内企業等への就職を希望する者等を対象とした研修やセミ
ナーを実施します。
　【事業内容】
　　・市内企業デジタル化推進事業委託
　　　市内企業のＤＸ化の促進を図るため、企業から求められる
　　　デジタル人材の育成とリスキリングにも対応したＩＴキャリア
　　　アップに関する講座を実施するとともに、市内企業を対象
　　　に、DXの基礎や活用事例等を学ぶセミナーを新規に実施
　　　します。

11,000 〇 ー R6～R7 経済課

22
中小企業支援事業
（三重県版経営向上
計画実施支援補助）

　中小企業者の挑戦や意欲を後押しし、元気ある事業者の増加
につなげるため、経営課題の解決に向けて取り組む市内中小企
業者に対し、必要な経費の一部を補助します。
　【事業内容】
　　・三重県版経営向上計画実施支援補助金
　　　三重県版経営向上計画の認定を受けた事業者が、計画に
　　　則り販路拡大や生産性向上などに向け実施する事業に
　　　対し、経費の一部を補助します。
　　　令和6年度から、新たに「DX化推進枠」を設け、市内企業
　　　のDX推進に向けた支援を強化します。
　　　※「ＤＸ化推進枠」の場合、補助率2/3、上限3０万円を
　　　　　補助します。（通常の場合、補助率1/2、上限15万円）

6,000 〇 〇 H29～ 経済課

23

志摩市を元気にす
る創業支援事業
(創業交流会事業委
託）

　市内でのスタートアップをはじめとする創業等の支援を図るた
め、先輩創業者が講師となり創業ノウハウの伝達やコンサルティ
ングを行うとともに、創業コミュニティの形成を目的とした、創
業交流会事業を実施します。
　【事業内容】
　　・創業交流会事業委託
　　　スタートアップをはじめ創業を検討する若者、創業して
　　　間もない事業者を対象に資金調達や事業の運営方法など
　　　実践的な創業ノウハウの伝達を行い、創業に対するノウハウ
　　　の継承やビジネスネットワークの拡大を目的とする交流会
　　　を新規に実施します。

500 〇 ー R6～R7 経済課
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R7 R8
担当部署№
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R6

事業費
（千円）

計画年度

24

志摩市を元気にす
る創業支援事業
(志摩市を元気にす
る創業支援補助）

　市内創業の支援や機運を醸成し、市内経済の活性化を図るた
め、創業・操業に要する経費の一部を補助します。
　【事業内容】
　　　・志摩市を元気にする創業支援補助金
　　　市内において創業や第二創業を行う事業者に対し、
　　　創業等時の経営基盤強化を目的として、創業に係る経費の
　　　一部を補助します。
　　　※次に該当する場合は、基本の補助上限額50万円に加え、
　　　それぞれ補助額の加算を行います。
　　　　「若者：20万円」　「移住者：20万円」
　　　　「空き店舗活用：50万円」
　　　また、令和6年度から新たに「スタートアップ：50万円」の
　　　枠を設けるとともに、加算額を加えた補助上限額を
　　　140万円から170万円に増額し、スタートアップの推進を
　　　図ります。

6,000 〇 〇 H29～ 経済課

25
企業誘致推進事業
（企業進出助成）

　企業誘致を推進し、市内経済の活性化や新規雇用を生み出す
とともに若年層人口の定着を図るため、市内へ進出する企業に
対し、必要となる費用の一部を助成します。
　【事業内容】
　　・進出企業対象事業
　　　情報通信業、コールセンター業、学術・開発研究機関
　　　その他市長が必要と認める事業
　　・支援内容
　　　土地・建物の取得及び施設改修費用、施設運営費用等に
　　　対する助成金の交付

8,600 〇 〇 R5～ 経済課

26

地域ブランド事業
（志摩産品監修・プ
ロモーション業務委
託）

　市内の優れた地域資源を志摩ブランドとして認定し、付加価値
を高める取組を行うほか、市長のトップセールスを通じて特産品
の販売促進や情報発信を行い、市全体のイメージ向上や販路拡
大、消費拡大につなげます。
　【事業内容】
　　・志摩産品監修・プロモーション業務委託
　　　商品開発支援事業において開発した商品や志摩ブランドを
　　　はじめとする志摩の魅力ある地域産品の出口戦略として、
　　　大手セレクトショップと連携し、年間を通じたオンライン
　　　販売や都市部での店舗販売イベント等を実施します。
　　　また、WEBページを新たに制作し、広く情報発信を行う
　　　ことで、認知度の向上や販路拡大を目指すとともに、
　　　ふるさと納税寄附額の向上や観光誘客の推進を図ります。

9,900 ー ー R4～R６ 経済課

27

地域ブランド事業
（トップセールス事
業委託）
(ワークショップ開
催負担）

　市内の優れた地域資源を志摩ブランドとして認定し、付加価値
を高める取組を行うほか、市長のトップセールスを通じて特産品
の販売促進や情報発信を行い、市全体のイメージ向上や販路拡
大、消費拡大につなげます。
　【事業内容】
　　　・トップセールス事業委託
　　　・ワークショップ開催負担金
　　≪海外展開≫
　　　タイ及びシンガポールにおいて、志摩の“食”と“観光”の
　　　魅力発信イベントや食のワークショップ等を実施し、志摩の
　　　特産品・食文化・観光等のプロモーションを行い、志摩産品
　　　の輸出・販路拡大及びインバウンドの推進を図ります。
　　　また、現地のイベント参加者や消費者等に向け、市長自ら
　　　トップセールスを行うことで、強力な情報発信とPRに
　　　つなげていきます。

2,453

2,200
ー ー R6 経済課

28
地域ブランド事業
（イベント開催業務
委託）

　市内の優れた地域資源を志摩ブランドとして認定し、付加価値
を高める取組を行うほか、市長のトップセールスを通じて特産品
の販売促進や情報発信を行い、市全体のイメージ向上や販路拡
大、消費拡大につなげます。
　【事業内容】
　　・イベント開催業務委託
　　≪国内展開≫
　　　都市部で展開する飲食店において、志摩の食材を活用した
　　　イベントを実施し、志摩産品の紹介のほか、地域全体の魅力
　　　を発信します。
　　　また、期間限定で都市部の複数店舗にて、志摩産品を活用
　　　した特別メニューを展開し、認知度の向上や今後の長期的
　　　な消費拡大等につなげます。

1,500 ー ー R6 経済課
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R7 R8
担当部署№
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R6

事業費
（千円）

計画年度

29
プレミアム付商品券
事業

　市内の店舗で使用できるプレミアム付商品券（しまスマイル商
品券）を販売し、生活者の負担軽減を図るとともに消費活動を喚
起し消費の下支えを行います。
　【事業内容】
　　・市内郵便局等の窓口において、6,000円分の商品券
　　　（額面1,000円×6枚綴り）を2,000円で販売します。

193,370 ー ー R6 経済課

30
就業支援事業
（採用情報発信業務
委託）

　人口減少の抑制や市内労働力確保につなげるため、企業及び
若年層に対する支援や情報発信を行い、市内への就業者数の増
加と若年層の定着を図ります。
　【事業内容】
　　・採用情報発信業務委託
　　　就職活動を行う学生等に対し市内企業等を知る機会を
　　　創出するとともに市内企業への就職につなげることを
　　　目的に、大手就職情報サイトに志摩市の特設サイトを設け、
　　　市内企業の採用情報に加え、食や風景、アクティビティ等
　　　の紹介を行い、志摩で働く魅力を広く発信します。

5,500 〇 ー R5～R7 経済課

31
就業支援事業
（新卒者雇用促進事
業助成）

　新卒者の就職の促進及び市内事業所の人材確保を図るため、
新卒者を新たに正規雇用した事業者及び新卒者を継続して正規
雇用した事業者に対し、助成金を交付します。
　【事業内容】
　　　・新卒者雇用促進事業助成金
　　　新卒者を新たに正規雇用した事業者及び新卒者を継続して
　　　雇用した事業者に対し、以下の助成金を交付します。
　　　（雇用助成金）
　　　　市内に店舗等を有し、新卒者を6か月以上雇用した
　　　　事業者に対し、新卒者1人につき20万円を助成します。
　　　（定着助成金）
　　　　市内に店舗等を有し、雇用助成金の交付を受けた対象の
　　　　新卒者を継続して3年以上雇用した事業者に対し、
　　　　新卒者1人につき10万円を助成します。

9,400 〇 〇 R３～ 経済課

32
就業支援事業
（進出企業雇用創出
助成）

　企業誘致を推進し、市内経済の活性化や新規雇用を生み出す
とともに若年層人口の定着を図るため、市内へ進出する企業に
対し、必要となる費用の一部を助成します。
　【事業内容】
　　　・進出企業雇用創出助成金
　　　企業進出助成金の対象となる企業が、操業開始日に
　　　市民を正規雇用した場合、雇用した市民1人につき
　　　20万円を助成します。

2,000 〇 〇 R5～ 経済課

33
地域資源を活用し
た誘客促進事業

　観光入込客の回復を踏まえ、志摩市の強みである地域資源
（食・文化・自然）を活用し、遠隔地からの誘客や、首都圏を中心
とした志摩のファンづくりの推進、鉄道事業者と連携した企画列
車の運行等、積極的な誘客促進事業を実施します。

16,070 〇 〇 R6～ 観光課

34
地域の魅力でつな
ぐ周遊の旅強化事
業

　鵜方駅（復路は賢島駅含む）と横山展望台をワンコインで利用
できるタクシーの運行や、市内の各地域が持つ魅力（食・文化・自
然・アクティビティ）を観光バスでつなぐ市内周遊ツアーの造成
など、周遊性向上による観光消費額の拡大及び来訪者の満足度
の向上に資する事業を実施します。

23,831 〇 〇 R6～ 観光課

35
おもてなしで育む
団体旅行誘致事業

　学校団体の積極的な誘致に向けて、志摩市を訪れた学校団体
への礼状の発送など、おもてなしによる満足度向上を目指した
取組を進めます。
　また、市内に宿泊する学生合宿に対する助成も継続して実施
し、宿泊日の平準化及び閑散期の宿泊獲得に向け、総合的な団
体旅行誘致事業を実施します。

15,091 〇 〇 R6～ 観光課
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36
インバウンド誘客促
進事業

　外国人入込客が回復しているため、志摩市への外国人旅行者
の更なる獲得を目指し、香港・台湾にて現地旅行会社を対象とし
た商談会等を開催し、地域一体となったプロモーションを実施し
ます。
　また、２０２５年大阪・関西万博や２０２６年アジア競技大会の開
催を好機ととらえ、令和6年からの3年間をインバウンド誘客強
化期間として位置づけ、積極的に事業を実施します。

24,170 〇 〇 R6～ 観光課

37 灯台活用推進事業

　歴史的・文化的に価値のある灯台の観光分野での活用を推進
するため、志摩市灯台活用推進協議会を中心として、灯台を活用
した周辺地域の活性化を進めるほか、千葉県銚子市で開催予定
の灯台ワールドサミットに参加し、他地域との連携強化を図りま
す。
　また、安乗埼灯台を中心とした安乗岬園地の持続的な観光活
用及び活性化に向けた地域プラットフォームの形成など、地域の
魅力向上事業を展開します。

3,590 〇 〇 H30～ 観光課

38
サーフィン活用推進
事業

　志摩市サーフィン活用推進協議会が中心となり、サーフィン大
会等の誘致、次世代サーファーの育成、パラサーフィンの推進な
ど、サーフィンを活用した地域の活性化を進めます。

1,000 〇 〇 R2～ 観光課

39
大王崎観光駐車場
トイレ整備事業

　駐車場としての利用以外にも地域の伝統行事やイベントの開催
等、様々な用途で利用される機会が増えるため、公衆トイレの
ニーズの高まりが見込まれます。利用者の利便性と満足度を向
上させるため、公衆トイレの新設を行います。

12,360 ー ー R6 観光課

40
創造の森横山整備
事業

　横山園地は、市内屈指の観光スポットとして多くの観光客が訪
れています。
　このような状況のなか、創造の森横山駐車場から展望台間の
徒歩移動を促すことで、オーバーツーリズムを未然に防止しま
す。また、訪問者に対する上質な利用環境を提供するため、既存
遊歩道の整備及び案内看板を修繕整備します。

4,263 ー ー R6 観光課
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４．誰もが健やかで助け合うまちづくり

R7 R8

1
地域福祉推進事業
(重層的支援体制整
備事業)

　複雑化・多様化する相談や支援ニーズに対応し、包括的な福祉
サービスの提供と地域づくりを実施するため、国の重層的支援
体制整備事業交付金を活用し事業を実施します。
　【事業内容】
　　・多機関協働事業
　　　相談対応職員のアセスメント能力の向上を図るとともに
　　　包括的な支援体制を強化し、伴走支援を実施します。
　　・アウトリーチ等支援事業
　　　ひきこもりの方などを対象に訪問により状況を把握した
　　　上で寄り添いながら支援を行います。
　　・参加支援事業
　　　既存の社会参加に向けた支援では対応できないニーズに
　　　対応するため、地域の社会資源を活用して、社会とのつな
　　　がりづくりに向けた支援を行います。
　　・地域拠点づくり事業（新規事業）
　　　世代や属性を越えて住民同士が交流できる居場所づくり
　　　と、ボランティア団体などと協働しながら多様な地域活動
　　　を生み出す場づくりを目的に実施します。

21,913 〇 〇 R4～ 地域福祉課

2
地域福祉センター
改修事業

　建築から25年以上が経過し、施設の老朽化が進んでいる大王
地域福祉センターと磯部地域福祉センターについて、地域福祉
の拠点としての機能を維持継続させるため、施設及び設備等の
改修を実施します。
　【事業内容】
　　・大王地域福祉センター改修工事実施設計
　　・磯部地域福祉センター改修工事実施設計
　　・磯部地域福祉センター空調設備改修工事

93,458 〇 ー R6～R7 地域福祉課

3
子ども医療費助成
事業

　子育て世帯の負担を軽減し必要とする医療が容易に受けられ
るよう、医療費の自己負担分を助成します。なお、令和６年９月
分から助成対象年齢の拡大、所得制限の撤廃、現物給付範囲の
拡大を実施します。
　【令和６年９月分以降に変更となる内容】
　　・対象年齢：15歳の年度末まで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→18歳の年度末まで
　　・所得制限：あり（児童手当準拠）→なし
　　・現物給付：未就学児（６歳の年度末まで）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→18歳の年度末まで

109,081 〇 〇 H２４～ 保険年金課

4
障害者自立支援給
付事業

　障がいのある方が、自分らしく日常生活や社会生活を営むこと
ができるよう、障害者総合支援法に基づき必要なサービスを提
供します。

1,224,667 〇 〇 H18～ 地域福祉課

5
計画相談支援等推
進事業

　障がいのある方が適切に必要なサービスを受けることができ、
安心して住み慣れた地域で暮らしていけるよう、身近な地域で
計画相談を受けることができる体制整備を図ります。
　【事業内容】
　　・志摩市が指定する指定特定相談支援事業者及び指定特定
　　　障害児相談支援事業者に対し相談支援
　　　サービスの新規利用者1人あたり15,000円継続利用者
　　　1人あたり12,000円の支給を行います。

1,461 〇 〇 R6～ 地域福祉課

6
介護老人保健施設
大規模改修事業

　要介護高齢者等が住み慣れた地域で暮らし続けるための拠点
としての機能の維持継続を図ります。
　【内事業容】
　　・介護老人保健施設「志摩の里」における空調設備の改修工事
　　　（令和6年度から令和8年度までの継続事業）
　　　令和6年度工事（3階東系統、2階東系統）、監理業務委託

85,963 〇 〇 R6～R8
介護・総合
相談支援課

7
病児保育事業
（利用料無償化）

　病児保育サービスを利用する場合、本来負担すべき利用料の
うち、昼食代やおやつ代等を除く額について、窓口負担なしで利
用できるようにすることで、保護者の経済的負担を軽減し、子育
て世帯への支援の充実を図ります。
　【事業内容】
　　・病児保育無償化市負担分　2,000円×180人

360 〇 〇 R6～ こども家庭課

担当部署№
事業
期間

事業名 事業概要
R6

事業費
（千円）

計画年度
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R7 R8
担当部署№

事業
期間

事業名 事業概要
R6

事業費
（千円）

計画年度

8 出産祝金支給事業

　支給対象児の出生日において、市内に住所を有する期間が連
続して1年を経過している方及び支給対象児とともに支給対象
児の出生日から市内に住所を有する期間が連続して1年を経過
した方に対して、第１子の出生から20万円の出産祝金を支給し
ます。
　【事業内容】
　　・出産祝金　20万円×150人

30,013 〇 〇 R３～ こども家庭課

9
出産・子育て応援交
付金事業

　相談支援と経済的支援を一体的に実施し、妊娠期から出産・子
育て期にわたる支援体制を強化することで、円滑な相談や必要
なサービスにつなげます。
　【事業内容】
　　・出産応援ギフト
　 　　母子手帳交付時に５万円を支給
　　・妊娠期アンケート
   　　妊娠７か月時にアンケートを送付し、希望する
　　　　妊婦や回答内容に応じて個別相談を実施
　　・子育て応援ギフト
   　　赤ちゃん訪問後に５万円を支給

14,637 〇 〇 R4～ 健康推進課

10
民間保育所等運営
支援事業
（ICT化推進補助）

　民間保育所におけるＩＣＴ化を進めるため、保育の周辺業務や
補助業務に係るＩＣＴ等を活用した業務システムを導入する場
合、必要な経費を補助します。
　【事業内容】
　　・補助基準額　90万円×３/４

675 ー ー R6 こども家庭課

11
保育所施設整備事
業

　長寿命化を目標とした立神保育所の経年劣化箇所の改修工事
を行います。また、工事中に臨時的に保育を行うための施設であ
る隣接の立神ふれあいセンターの修繕等もあわせて実施します。
　さらに、令和７年度に予定しているひまわり保育所改修工事の
実施設計業務を行います。
　【事業内容】
　　・立神保育所
　　　　児童福祉施設改修工事
　　　　工事監理業務委託料
　　・ひまわり保育所
     　　改修工事実施設計業務委託料

139,455 〇 〇 H16～ こども家庭課

12
不妊治療費助成事
業

　少子化対策の一環として、希望しながらも妊娠に恵まれないた
め不妊治療を行った夫婦に対し、治療費の助成を行い、経済的
負担を軽減します。
　【助成内容】
　　・保険適用外の特定不妊治療を対象とする助成
　　　　特定不妊治療費（先進医療）助成
　　　　特定不妊治療費（回数追加）助成
　　・保険適用分を含む特定不妊・一般不妊治療を対象とする
　　　助成
　　　　志摩市不妊治療サポート事業
　　・志摩市不育症治療費助成事業

3,200 〇 〇 R4～ 健康推進課

13 市民健康診査事業

　健康増進法及び健康増進計画に基づき、市民の健康診査等を
実施します。
　【事業内容】
　　・40歳以上で医療保険未加入の市民を対象に個別で健康
　　　診査を実施し、必要に応じ保健指導を行います。
　　・個別及び集団でがん検診、精密検査結果追跡などを実施
　　　します。
　　・市民健康診査の受診率を向上するための周知啓発と、
　　　若年層で増加傾向にあるにもかかわらず受診率が低い
　　　乳がん及び子宮頸がん検診対象者（乳がん：40歳、
　　　子宮頸がん：20歳、30歳）に個別通知を行い、個人負担
　　　分を無料化します。
　　・令和5年度から開始した歯周疾患検診（40歳、50歳、
　　　60歳、70歳対象）に、令和6年度からは20歳、30歳を
　　　追加して実施します。

50,102 〇 〇 H16～ 健康推進課
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R7 R8
担当部署№

事業
期間

事業名 事業概要
R6

事業費
（千円）

計画年度

14
健康づくり運動推
進事業

　市民が身近な地域で運動できるよう、運動・スポーツの講座を
実施します。
　また、市民が生活習慣病予防や介護予防等に有効な運動の習
慣化に取り組めるよう、ヘルスケアチェック事業を実施します。
　【事業内容】
　　・運動・スポーツ講座（R4～R６）
　　　浜島地区、志摩地区、磯部地区については各１地区ずつ
　　　３業者へ委託、大王地区、阿児地区については２地区分を
　　　１業者へ委託
　　・ヘルスケアチェック
　　　機器による健康年齢の測定及び課題への取組、再測定に
      よる調査を実施

17,145 〇 〇 R4～ 健康推進課

15

【介護保険特別会
計】
介護予防普及啓発
事業
（フレイル予防重点
事業）

　加齢による心身の脆弱化、フレイルを予防することで、高齢者
が住み慣れた地域で自立した生活を続けることができるよう支
援します。
　【事業内容】
　　・3団体に対し、5回シリーズ（概ね3か月程度）の講座を
　　　実施します。
　　・保健師、管理栄養士、歯科衛生士、理学療法士等の
　　　リハビリ専門職によるフレイル予防の講話および演習を
　　　行います。
　　・質問紙や体力測定等を用いた通いの場における高齢者の
　　　健康状態の把握および評価を行います。

288 〇 〇 R５～
介護・総合
相談支援課

16

【病院事業会計】
市民病院医療機器
等購入事業
（電子カルテシステ
ム更新）

　現在導入している電子カルテシステムが耐用年数を経過してい
るため、クラウド型のシステムに更新し、診療業務が中断するリ
スクの軽減に努めます。

188,579 ー ー R6 病院事業部

17
【病院事業会計】
空調機器等改修事
業

　志摩市民病院旧館（H9年度築）、新館（H20年度築）における
照明機器のLED化、加えて、空調機器及びキュービクル等の老
朽化が著しいため、令和7年度の改修に向けての実施設計を行
います。

7,386 〇 ー R6～R7 病院事業部
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５．人と文化を育むまちづくり

R7 R8

1
海外留学応援奨学
金給付事業

　国際的な人材を育成することを目的として、海外での生活を体
験し、語学習得や国際的な視野を拡げる意欲を持つ中学生・高等
生等に対し、留学費用の一部を奨学金として給付します。

3,084 〇 〇 H30～ 教育総務課

2
市内高校下宿支援
事業

　市内県立高校生徒数の減少対策と活性化を図るため、市内の
高校に通学する目的で市内に下宿する市外出身生徒の保護者に
対し、下宿費を補助します。
　【事業内容】
　　・補助額　月額1万5,000円を上限
　　　（下宿費の内、食費や共益費を除く。）

4,500 〇 〇 R6～ 教育総務課

3
子どもの居場所づ
くり事業

　教育的に不利な環境におかれている子どもたちを含めた児童
への学習支援の充実を図るため、「こども未来教室」を設置・運
営します。また、不登校の児童生徒の居場所づくりを進めるた
め、ふれあい教室（教育支援センター）以外の場所で、より通級し
やすい環境に「ほっとるーむ」を設置し運営します。

2,134 〇 〇 H29～ 学校教育課

4 学力向上推進事業

　児童生徒が、変化の激しい社会を生きるために必要な「生きる
力」を身につけるよう、知識や技能に加え、思考力･判断力･表現
力まで含み、学ぶ意欲を重視した「確かな学力」の育成に取り組
みます。
　【事業内容】
　　・学校や家庭で自主的に学習
 　　　「常に今よりも１問多く解く」ことを目標に、取り組むべき
　　　課題を明確にし、児童生徒一人ひとりの「わかった」
　　　「できた」が増える取組を拡充します。
　　・仲間どうしで支え合い意欲的に学習
 　　　「わからないから教えて」と言い合える仲間づくりを
　　　進めるとともに、児童生徒が意見をまとめたり交流したり
　　　する取組を拡充します。

2,515 〇 〇 R5～
総合教育
センター

5
小学生泳力向上事
業

　児童が水に触れる機会を確保し、その泳力を向上させるため、
学校水泳時に指導員による水泳指導を行うとともに、安全確保
の観点から監視員を配置した上で夏季休業中に学校プールを開
放し自由水泳を実施します。
　また、普段体験できない「非常時」を体験することで、いざとい
うときに落ち着いて対応できるよう着衣水泳を実施します。

5,530 〇 〇 R4～ 学校教育課

6
中学生海外派遣事
業

　異文化の体験や現地の人々との交流を通して、国際感覚を養
い、国際社会に貢献できる豊かな人材を育成するため、市及び
県と歴史的なつながりのあるパラオ共和国を派遣先として、中
学生を夏季休業中に派遣します。
　派遣にあたっては、事前に学習会やオンライン交流を行い地域
の課題や地域活性化について話し合うことで、情報収集、情報整
理、コミュニケーション及びプレゼンテーションに係る力を養いま
す。

10,138 〇 〇 H30～ 学校教育課

7
安乗人形芝居舞台
改修事業

　400年余りにわたり安乗の人形芝居を奉納してきた安乗人形
芝居舞台全体の老朽化が著しいため、文化庁補助事業を活用
し、施設改修を進めます。
　【事業内容】
　　・実施設計（耐震診断・耐震補強計画を含む）

6,881 〇 〇 R6～R8
生涯学習

スポーツ課

8

地域スポーツ推進
事業
（スポーツフェス
ティバル開催委託）

〇スポーツフェスティバルの開催委託
　運動するきっかけとして、成長期の子どもたちが体を動かす習
慣や楽しみながらスポーツを継続できるよう、スポーツフェス
ティバルを開催します。

4,950 〇 〇 R５～
生涯学習

スポーツ課

担当部署№
事業
期間

事業名 事業概要
R6

事業費
（千円）

計画年度
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R7 R8
担当部署№

事業
期間

事業名 事業概要
R6

事業費
（千円）

計画年度

9

地域スポーツ推進
事業
(スポーツウェルネ
スDX推進事業）

〇スポーツウェルネスDX推進事業
　市民が自由な時間と場所を選ばず気軽に楽しみながらスポー
ツに取り組めるよう、アプリを導入し、スポーツをする機会を創
出するだけでなく、市民のライフスタイルを充実させる機能を活
用し、健康の価値を認知・向上を促進することでスポーツ推進・
健康増進・フレイル予防につなげます。

11,668 〇 〇 R6～R8
生涯学習

スポーツ課

10 ホストタウン事業

　スペインとのホストタウン交流やスペイン・トライアスロン連盟
所属選手の来訪による伊勢志摩・里海トライアスロン大会への招
聘参加や大会コーディネート、市内の子どもたちとの交流等に取
り組みます。

5,319 〇 〇 R1～
生涯学習

スポーツ課

11
志摩海洋センター
改修事業

　プールの老朽化や体育館ロビー等に空調機器が整備されてい
ないことから、利用者の誰もが安全安心に施設を利用してでき
るよう、B&G財団の修繕助成制度を活用して工事を実施するた
めの設計を行います。

3,850 〇 ー R6～R7
生涯学習

スポーツ課

12
学校給食センター
管理運営費
（しまらぶ給食）

　市内で生産される食材を使った献立を毎月１回「しまらぶ給食」
として提供します。
　また、志摩市自慢の食材を使用したホテルシェフ監修の献立を
「記憶に残る給食」として提供します。
　さらに、生産者やシェフを交えて実施する生産者交流会の内容
を、実施校以外の児童生徒にも、SNSやタブレット端末等により
周知し、児童生徒が志摩市の魅力を知り、生産者への感謝の気
持ちを育むことにつなげていきます。

8,762 〇 〇 R5～
教育総務課
学校給食
センター

18



６．市民のために市民と築くまちづくり
 

R7 R8

1 産官学連携事業

　市と連携協定を締結している大学等を中心に、地域が抱えて
いる課題に対し、協働で解決に向けて取り組むとともに、大学等
が実施する調査研究に助成を行います。
　令和6年度は、新たに市内高校が地域の魅力を知るための学
習に対する支援も行います。

2,022 〇 〇 H２６～ 総合政策課

2
移住しやすい志摩
づくり事業

　移住相談会の実施や移住に関する情報発信、地域の団体や事
業者等との協働による地域特性に応じた移住・定住の促進に取
り組みます。
　【事業内容】
　　・移住相談会の開催
　　・移住に関する情報発信
　　・志摩市サーフィン活用推進協議会や（一社）じゃまテラスと
　　 の連携による地域特性に応じた移住・定住促進事業

4,996 〇 〇 H29～ 経済課

3

IJUターン促進のた
めの奨学金返済補
助事業
（未来人材奨学金応
援補助金）

　市と市内企業が協力して、学生の奨学金の返還を支援すること
で、未来の本市産業を担う若年層の人材確保や定着を図り、市
内定住につなげます。
　【事業内容】
　　・未来人材奨学金応援補助金
　　　市内企業による従業員の奨学金代理返還に対して、
　　　代理返還額の2分の1を補助します。

4,000 〇 〇 R6～ 経済課

4
若者の集いと出会
いの支援事業

　人口減少への総合的な対応として、結婚を希望する若年層の
結婚支援、若者の出会いや交流の場の創出を図ります。
　【事業内容】
　　・市内の有人離島（間崎島・渡鹿野島）における婚活イベント
　　　の開催
　　・アウトドアをテーマとした、市内キャンプ施設等における
　　　婚活イベントの開催

2,000 〇 〇 H28～ 経済課

5
若者世代の移住
促進事業

　定住の意思を持つ若者又は子育て世帯における、市内での住
宅確保に対して支援を行い、本市への移住・定住の促進及び地
域の活性化を図ります。
　【事業内容】
　・若者・子育て世帯移住促進家賃支援事業補助金
　　一定の条件を満たした若者や子育て世帯の市内移住に対し、
　　移住から１年間（一次産業に就業した場合は３年間）、
　　家賃の２分の１を補助します。

2,942 〇 〇 H29～ 経済課

6
ふるさと応援寄附
金事業

　ふるさと応援寄附金により、市の地域振興及び地域資源の保
全等に資する事業を実施するとともに、地域の特産品等を返礼
品として贈ることで、志摩市のＰＲや地域経済の活性化を図りま
す。
　令和６年度は、高い専門性と知見を有する民間事業者との連携
により、運営体制、返礼品開発及びマーケティング等の強化を図
ります。

2,243,547 〇 〇 H27～ 経済課

7
地域活性化担い手
受け入れ推進事業

　地域おこし協力隊制度を活用し、移住・定住促進のための人材
を確保及び育成するとともに、行政や地域が一体となって、移住
者を支援する体制の構築を図ります。
　【地域おこし協力隊の活動概要】
　　・志摩市サーフィン活用推進協議会等との連携による、
　　　サーフィンをきっかけとした移住・定住促進及び地域活性化
　　・（一社）じゃまテラス等との連携による、アーティストや起業
　　　希望者などの移住者誘致を通じた地域活性化

17,328 〇 〇 H25～ 経済課

8
国際交流事業
（日本語ボランティ
ア育成研修）

　日本語教室を支援する日本語ボランティア講師の育成及び、現
講師の技術向上につなげるため、日本語ボランティア育成研修
を実施します。具体的には、初級者及び中級者研修を4回程度開
催し、市内で開催している日本語教室の講師増員と充実を図り
ます。

2,100 ー ー R6
人権市民
協働課

9 地域課題解決事業

　市内の各自治会や地域のまちづくり団体等、多様な主体との協
働により、それぞれの地域が抱える課題等を迅速に解決し、パー
トナーシップによる安全安心な住み良いまちづくりを推進しま
す。（各地区事業費100万円）

5,000 〇 〇 R3～
人権市民
協働課
・各支所
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10
地域活性化起業人
交流プログラム事
業

　三大都市圏に所在する民間企業の社員を一定期間受け入れ、
そのノウハウや知見、ネットワークにより、外部の視点や民間の経
営感覚を事業に取り入れることによって、市内におけるデジタル
化の推進や志摩市特有の魅力や価値の向上につながる観光誘
客など、地域課題の解決を目指します。

11,200

12,600
〇 〇 R3～

スマート改革
・資産経営課

観光課

11

地域デジタル化促
進事業
（窓口キャッシュレ
ス決済導入等事業）

　デジタルを活⽤した、より便利で快適な地域社会の実現するた
め、窓口での各種証明書発⾏や施設利⽤料の⽀払いに、クレジッ
トカードや電子マネーなどのキャッシュレス決済⼿段を導⼊し、
市民の皆さんの支払いの選択肢を増やします。

24,105 ー ー R6
スマート改革
・資産経営課

12

庁内デジタル化推
進事業
（生成AI活用実証
実験）

市民の多様なニーズに応え、満足度の高いサービスの提供を目
指して、新しいデジタル技術を活用した業務の改善を行います。
　【事業内容】
　　・迅速な業務遂行により市民サービスの満足度を高められる
　　　よう、クラウドを活用して職員間の情報共有と業務処理の
　　　円滑化を図ります。
　　・安定した行政運営を維持しながら、新たな事業やアイデア
　　　の発想による市民サービスの向上を目指し、市独自の生成
　　　AIの実用化に向けた実証実験を行います。

40,240 〇 ー R6～R7
スマート改革
・資産経営課

13
窓口デジタル化推
進事業

　デジタル技術を活用して来庁・非来庁のすべての住民に対して
も一人一人に最適な窓口サービスを提供します。
　【事業内容】
　　・ライフイベントにあわせて発生する様々な手続をシステムが
　　　自動的に抽出し、申請書の名前、住所など 「書かずに」
　　　作成できるようにすることで住民の窓口滞在時間の短縮
　　　を図ります。
　　・スマホアプリ「しまナビ」へマイナンバーカードの電子証明
　　　書（公的個人認証サービス）に対応したオンライン申請機能
　　　を追加します。各種証明書の交付申請がオンラインで可能
　　　となり、手数料の支払はキャッシュレス決済となります。
　　　発行された証明書は申請者に郵送され、来庁することなく
　　　証明書が取得できます。

11,690 〇 ー R6～R7 市民課

14
空家等対策推進事
業

　「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、空家等対
策協議会を運営するとともに、空き家の所有者等に対する管理
への意識付け、その他空家等対策を目指し必要な取組を進めま
す。
　令和６年度からは、民間事業者と協力しながら、空き家の利活
用の面からの対策を強化するため、「地域型空き家バンク運営事
業」を開始します。また、地域からの利活用可能な空き家の情報
の収集・発信を進めるとともに、志摩市での居住希望者と物件の
マッチングの機会を増やすことを目指します。

5,808 〇 〇 H28～ 営繕室

15
空き家バンク活用
促進事業

　利活用の面から空き家対策を進めるため、空き家バンクの活
用促進を図ります。
　【事業事業】
　　・空き家バンク家財道具等処分支援事業
　　　補助金（予定）　　5件
　　・空き家バンク子育て移住者空き家住宅取
　　　得支援事業補助金（予定）　２件

1,100 〇 〇 R5～ 営繕室

16
移住促進空き家改
修支援事業

　市外からの移住希望者等（ＵＩＪターン等）に対し、空き家建物を
住宅（店舗併用住宅含む）として使用するために必要となる改修
費用等について補助することで、空き家対策を進めるとともに
定住人口の増加につなげます。
　　【事業事業】
　　　・移住促進空き家改修工事費補助金（予定）　8件

8,000 〇 〇 H28～ 営繕室
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